
景観重要樹木の指定解除について(報告) 

 

令和６年７月２４日発生の落雷を伴う暴風雨による倒木のため、景観重要樹木（第４号）が倒木

したため、景観法第３５条第１項に基づき、同日付けで景観重要樹木の指定の解除の手続きを行

いましたので報告いたします。 

 

＜景観重要樹木とは＞ 

良好な景観の形成に重要な樹木を指定することができる制度で、本市では法定の基準を満

たすもので、地域の歴史を伝える樹木、新たに植栽された樹木で地域のランドマークとなるも

の等を対象として、５本の樹木を指定しておりました。(別紙：戸田市景観重要樹木【第 1 号～

第 5 号】台帳) 

 

○対象樹木 

 

○倒木時の写真 
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